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○
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
九
号
）

（
抄
）

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
独
立
行
政
法
人
」
を
「
、
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
、
「
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
」

の
下
に
「
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
四

（
略
）

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
が
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
附
則
第
四
十
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
で

あ
る
場
合
に
は
、
第
五
条
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。


